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イーベリファイ
就労資格立証

E-VERIFY PROGRAM        230 July 2008

米国移民帰化局(USCIS)認証部門
系統的な外国人身分認証(SAVE)プログラム

連邦、州、地方自治体の関係各省に対し、外国人の身分認証
情報を自動的に発行

イーベリファイ
プログラムに参加する民間雇用者に対し、新規採用者の身分
認証情報を自動的に発行

E-VERIFY PROGRAM        330 July 2008

イーベリファイ
イーベリファイ (旧称基本パイロットプログラム)

1996年の不法移民対策改革および移民責任法
(IIRIRA) に依拠

米国土安全保障局 (DHS) と社会保険局 (SSA) の
連携

プログラム参加雇用者に対し、新規採用非雇用者
の雇用資格を認証するための手段を供給
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E-VERIFY PROGRAM        430 July 2008

イーベリファイ･プログラムの目
標

無認可就労の削減

認証関連の差別行為の防止

雇用者の迅速処理を可能にし、その負担を軽減

市民的自由と非雇用者の秘密保護

E-VERIFY PROGRAM        530 July 2008

イーベリファイ: そのしくみ
ユーザーは書式1-9に必
要事項を記入し提出

下記へのシステム問い
合わせデータベース:
社会保険局
米国土安全保障省

E-VERIFY PROGRAM        630 July 2008
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E-VERIFY PROGRAM        730 July 2008

E-VERIFY PROGRAM        830 July 2008

E-VERIFY PROGRAM        930 July 2008

イーベリファイ: そのしくみ (続き)

最初の認証確認に対し、数秒で下記の3つのいず
れかの回答:
就労認可済み

非雇用者は就労を認可済み
社会保険局 (SSA) 暫定通知

SSA の情報と合致せず
米国土安全保障省（DHS）認証確認中

DHS は通常24時間以内に、非雇用者の認証あるいはDHS 臨時通
知のいずれかについて応答
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E-VERIFY PROGRAM        1030 July 2008

E-VERIFY PROGRAM        1130 July 2008

イーベリファイ:事例の解決
就労が認可されている場合、雇用主は、システムに示され
た照合番号を書式I-9に記録します。
暫定的非確認通知の場合、非雇用者は内容に対する異議申
し立てが可能です。異議申し立ての後、:

社会保険番号の不一致が社会保険局にて訂正
市民権不所持という不整合がDHSで解消

もし非雇用者が異議申し立てをしなければ、それは最終的
非確認とみなされ、雇用主は非雇用者を解雇し事例を解決
することもできます。

E-VERIFY PROGRAM        1230 July 2008
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E-VERIFY PROGRAM        1330 July 2008

暫定的非確認通知 (TNC)
非雇用者へ通知し、TNCを印刷、その内容について、共に
検討します。

非雇用者はTNCの内容について、「異議申し立てする」ま
たは「異議申し立てしない」のいずれかを選択します。

TNCへの異議申し立てがある場合、非雇用者を適切な官庁
に照会します。
非雇用者は、照会を受けた日より連邦政府営業日 8日以内
に、関係各省を訪問または電話によって誤りを訂正するこ
とが可能です。

E-VERIFY PROGRAM        1430 July 2008

E-VERIFY PROGRAM        1530 July 2008
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E-VERIFY PROGRAM        1630 July 2008

TNC 事例の解決
非雇用者は事例の審議中も継続して就労可能。

非雇用者は自己の記録の誤りが訂正された後、雇
用主にその旨を通知します。

SSAのTNC も DHSのTNC も、回答はシステムを
通じて雇用主に通知されるので、雇用主はイーベ
リファイを定期的に確認します。

E-VERIFY PROGRAM        1730 July 2008

TNC 事例解決 (続き)

雇用者は、下記3つの回答のいずれかを受け取り
ます:
雇用の認可
最終的非確認
雇用者データを確認、アップデートし、再提出

その後、雇用主はイーベリファイで事例を解決し
ます。

E-VERIFY PROGRAM        1830 July 2008
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E-VERIFY PROGRAM        1930 July 2008

写真スクリーニングツール
イーベリファイの写真ツールに基づき、非雇用者
は労働許可証 (EAD)または永住許可証（「グリー
ンカード」）の写真をUSCIS が当非雇用者のフ
ァイルに所持する写真と一致させることができま
す。

雇用主が文書詐欺を防ぐために有益です。

写真ツールは 2007年9月にすべての雇用者のため
に、イーベリファイに導入されます。

E-VERIFY PROGRAM        2030 July 2008

E-VERIFY PROGRAM        2130 July 2008

雇用主の責任
イーベリファイは新規採用者の認証にのみ使用さ
れ、その非雇用者が雇用を容認し（雇用年月日）
雇用を実際に開始してから3日以内に行われます
。

イーベリファイの手続きは、市民権のステータス
に関わらず、新規採用者すべてに適用されます。
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E-VERIFY PROGRAM        2230 July 2008

雇用主の責任
雇用主はイーベリファイの参加者である旨の通知
を、雇用が見込まれる非雇用者が見えるところに
掲示する義務があります。

雇用主は、移民特別審議会事務所(OSC)「関連の
雇用不公正行為に関する、司法省(DOJ) が発行し
た非差別通知」を、雇用が見込まれる非雇用者が
見えるところに掲示する義務があります。

E-VERIFY PROGRAM        2330 July 2008

イーベリファイとDOJ-OSC のポス
ター

E-VERIFY PROGRAM        2430 July 2008

非雇用者の権利
非雇用者はSSA あるいは DHSから暫定非確認通知(TNC)
をに対して異議申し立てをするか否か決める権利がありま
す。

雇用、解雇、採用あるいは紹介料に関し、出身国、市民権
所有の有無、あるいは移民の身分が理由で、雇用主のイー
ベリファイの使用やＩ‐9書式記入にあたって差別を受けた
と思われる場合、雇用者は司法省公民権局移民関連不公正
雇用行為事務所1-800-255-7688 (TDD聾唖者用通信機器: 
1-800-237-2515)に電話でご相談ください。
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E-VERIFY PROGRAM        2530 July 2008

イーベリファイ: 登録
オンライン登録サイト:
www.dhs.gov/E-Verify
アクセス方法を選んでく
ださい:
選んだ回答により、次のア
クセス方法3つのうち1つが
決定されます:

雇用主
指定代理人
企業事務担当者

E-VERIFY PROGRAM        2630 July 2008

イーベリファイ: アクセス方法
雇用主

イーベリファイ参加者のほとんどは、業務規模あるいは組織
にかかわらず、雇用主として登録されます。雇用者アクセス
方法によって、貴社では、新規採用した非雇用者の就労資格
を、コンピュータによって認証可能です。
質問1には「はい」を、質問 2、 3、4には「いいえ」をクリ
ックしてください。
通常の場合

E-VERIFY PROGRAM        2730 July 2008

イーベリファイ: アクセス方法
指定代理人
貴社が顧客のために認証質問を実施する場合にのみ、この登
録タイプをお選びください (つまりアウトソーシング業務、第
三者給与支払い業務の従事者など)
質問2には「はい」を、質問1、3、4には「いいえ」をクリッ
クしてください。
ごくまれ
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E-VERIFY PROGRAM        2830 July 2008

イーベリファイ: アクセス方法
企業担当者

会社によっては複数の事務所や場所のための、イーベリファ
イ口座を持っています。企業事務担当者の役割は、あなたが
これらの口座を作成、管理、および監督出来るようにするこ
とです。あなたは報告を閲覧し、新規と現存のイーベリファ
イ口座の事務担当を行なうことが出来ます。
企業事務担当者は、あなたが就労資格照合を行なうことは許
可しません。
質問3には「はい」、質問1、2、そして4には「いいえ」をク
リックします。

E-VERIFY PROGRAM        2930 July 2008

イーベリファイ: 登録 (続き)

DHS および SSA との覚書 (MOU) に電子的署名
を施します。

将来ユーザーを追加するためには、覚書署名ペー
ジの「プログラム事務管理者」の役割の欄は「は
い」を選択します。

E-VERIFY PROGRAM        3030 July 2008

イーベリファイ: 登録 (続き)

登録者のもとには48時間以内にユーザーネーム、パス
ワード、およびイーベリファイのウェブアドレスがイ
ーメールで届きます。

イーベリファイのユーザーマニュアルをダウンロード
し、内容に目を通します。

質問を実施する前に、オンライン指導書をよく読みま
す。

イーベリファイ加盟ポスターと特別審議会事務所の差
別反対ポスターをダウンロードのうえ印字し、掲示し
ます。
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E-VERIFY PROGRAM        3130 July 2008

イーベリファイ使用統計
参加雇用者数 85,000 以上

2007会計年度中には300万件近くの質問

認証質問の 94.5% は「就労認可」として即座に認証済み

トップ業界がイーベリファイを採用:
医師、弁護士、公認会計士
事務担当およびサポートサービス
プロフェッショナル、科学、テクニカルサービス分野
食品サービス、衣類および装飾品店

E-VERIFY PROGRAM        3230 July 2008

イーベリファイ改善
不一致発生度合い削減

雇用者募集のためのマー
ケティング計画の開発

モニターおよび遵守機能
を開発中

E-VERIFY PROGRAM        3330 July 2008

州による立法のありかた
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E-VERIFY PROGRAM        3430 July 2008

州の立法機関
イーベリファイの採用を命じている立法を通過した州:

AZ (すべての雇用主に要求)
MS (2008年7月1日より漸次導入開始), SC (2009年1月1日より漸次導入開始）
AR, GA, CO, OK, RI (公共事業請け負い業者に要求)

イーベリファイの採用を奨励している州:
TN

イーベリファイへの加入を州機関に要求している州:
ID, NC, PA, MN, UT, RI, MO

イーベリファイによる新規採用者照合を命令する立法が懸案中の州
:

CA, MN, PA, SC, TN, WV (公務員に要求)
IL, IN, IA, MO, RI, KS, NJ (すべての公務員および民間事業非雇用者に要求)
CO, FL (公共事業請け負いを目指して競争しているすべての請け負い業者、その下請け
業者に要求)

E-VERIFY PROGRAM        3530 July 2008

連邦政府の請け負い業者
行政命令発表 2008年6月9日

http://www.whitehouse.gov/news/releases/2008/06/20080609-2.html

DHS 発表 2008年6月9日
http://www.dhs.gov/xnews/releases/pr_1213039922523.shtm

官報に発表された提案ルール、および2008年6月12日の60日間
コメント期間開始

http://edocket.access.gpo.gov/2008/E8-13358.htm

コメント期間終了は2008年8月11日

E-VERIFY PROGRAM        3630 July 2008

さらに詳しい情報
イーベリファイあるいはSAVEについて質問のあ
る非雇用者は、 DHS の下記の電話番号までお問
い合わせください。
(888) 464-4218

イーベリファイ･ウェブサイト: www.dhs.gov/E-
Verify
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E-VERIFY PROGRAM        3730 July 2008

免責事項
移民法は複雑多岐にわたるため、すべての手順の
すべての側面を説明することは不可能です。

このプレゼンテーションでは、一般的な規則や手
順を知るうえで必要な基本情報をとりあげました
。より詳しい情報や法律、規則については、当方
のウェブサイトをご覧下さい: www.dhs.gov/E-
Verify

ありがとうございました


